
 

鹿島市地域商業活性化支援事業による 

空き店舗活用による祐徳門前商店街チャレンジショップ募集要項 

 

この事業は、祐徳門前商店街の空き店舗・空き家を整備し、新たに独立・開業をしようとする者に対して安価

な家賃で店舗を提供するとともに、経営指導などを行う事で独立・開業を支援し、商店街の活性化に寄与する事

を目的とします。 

 

１ 応募資格 

応募資格は、次のすべての要件を満たす法人または個人です。 

（１）新規出店・開業する予定の者であること。または商店街にとって必要と認められる業種であること。 

（２）事業を開始する者（法人の場合は代表者）の年齢が１８歳以上であること。 

（３）事業運営に必要な許認可を受けていること(開業までに取得でも可)。 

（４）営業時間に昼間の時間が含まれていること。 

（５）年間を通じ、土・日・国民の休日は原則として営業すること。また、平日もできる限り営業すること。 

（６）祐徳観光商店連盟に加入し、鹿島市、鹿島市観光協会、鹿島商工会議所、祐徳観光商店連盟等が 

行う各種行事に対して協力すること。 

（７）公序良俗に反する企業または団体及びその組織員ではないこと。 

（８）居住地における市町村民税の滞納がないこと。 

 

２ 出店場所 

佐賀県鹿島市古枝甲１６８６番地 祐徳門前商店街（旧不二屋） 

 

３ 店舗使用料・出店期間 

  店舗使用料は、月額 10,000 円とし、その他水道光熱費、火災保険料は自己負担とする。 

出店期間は、令和４年４月１日～令和５年３月３１日までとし、原則１年間とする。 

 

４ 募集期間 

  令和３年１０月８日から令和３年１１月１２日 

 

５ 募集件数 

１件 

 

６ 応募申請手続き 

（１）申込方法 

下記の提出書類に必要事項を記入のうえ、募集期間の最終日までに祐徳観光商店連盟にご提出下さい。

なお、提出していただいた書類は本事業に限り使用し、返却はいたしません。 

（２）提出書類 

・チャレンジショップ出店申込書（別紙様式１） 

・チャレンジショップ出店計画書（別紙様式２） 

・その他審査にあたって必要な書類 

 



 

７ 選考方法 

書類及び面接による選考を行い、後日、採否にかかる結果を書面にて通知します。 

  選考にあたっては、祐徳観光商店連盟、鹿島市、鹿島商工会議所で構成する審査会に諮り決定します。 

 

８ 応募にあたっての注意点 

（１）応募申請後は、軽微な変更を除き、計画の変更はできません。 

（２）出店の際にかかる費用はすべて自己負担とします。 

（３）毎月、月次実績報告書（様式４－１）と、事業終了後に実績報告書（様式４）を鹿島市へ提出してい

ただきます。 

 

 

９ 提出及び問合せ先 

祐徳観光商店連盟  

祐徳門前活性化事務所ＹＯＵ－ＴＯＫＵ庵 宮﨑 

０８０－１５３２－３２４０ 

【事務局】 

鹿島市役所商工観光課 廣田、小山 

鹿島市大字納富分２６４３－１ 

０９５４－６３－３４１２（商工観光課直通） 

 

１０ その他  

事業スケジュール 

① 出店希望者の募集（公募） 

  令和３年１０月８日（金）～令和３年１１月１２日（金）  

② 新規出店の応募  

  令和３年１０月８日（金）～令和３年１１月１２日（金）消印有効 

③ 審査・選定（面接） 

  令和３年１１月２５日（木）１０：００～ 

  （予定）祐徳門前商店街：鹿島市古枝甲 1686 ゆうとく庵 

④ 出店採択 

  ③より１週間～２週間後 
⑤ 出店  

  令和４年４月１日～令和５年３月３１日 

⑥ １年経過後、実績報告書の提出 

⑦ 祐徳門前商店街の他の空き店舗にて本格的に出店


